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「出会い・ふれあい わたしの街です」 
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††† 町内会連合会 ††† 
           事務局／地域推進室内 市役所１階 内線 2144 

 

１ 町内会連合会とは… 

 （１）会 員 志木市内にある３７町内会の会長と副会長が会員とな

ります。 

 （２）目 的 町内会間の連絡を密にするとともに、会員相互の親睦 

と福祉の増進を図り、地域コミュニティの発展を目的 

に活動しています。 

 （３）主な活動 ①定例総会を兼ねた１泊２日の県外視察研修（５月中 

旬）②町内会長会議（６月下旬、３月上旬）③新年懇 

親会（２月上旬）④各種募金への協力⑤防犯活動や防 

災活動の推進⑥コミュニティ活動の推進⑦町内会加 

入啓発活動⑧その他 

 （４）運 営 費 市からの補助金と会員の会費（一人あたり年額 

５，０００円）で成り立っています。 

 （５）事 務 局 市民生活部地域推進室が担当しています。 

 

２ 町内会連合会の主な手続き等… 

 (１) 町内会役員(会長・副会長)調査 

事務局から調査の通知を送付  ４月上旬 

↓ 

総会等で新年度の役員選出(会長・副会長)後、名簿

を事務局に提出 
４月下旬 

↓ 

事務局から「会員（正・副会長）名簿」を配布 ５月中旬 

↓ 

２年以上正・副会長として選任され、退任された場

合は表彰対象のため、総会で表彰 
５月中旬 

 

 (２) 定例総会(５月中旬)への出席者のとりまとめ 

事務局から会員数分の総会と県外視察研修案内を送

付 
４月上旬 

↓ 
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総会及び県外視察研修の出欠を確認し、参加者名簿

と出席人数分の参加費をまとめて、事務局に申込む 
４月下旬 

↓ 

参加者に変更が生じた場合は、随時事務局に連絡 

 

 (３) 町内会長会議 

各単位町内会間の連携・意思疎通を図るとともに、

町内会の課題解決や情報交換の場として開催 

（開催時期は６月と３月の年２回） 

      

 (４) 会費の納入 

事務局から会費の納入依頼通知書を送付 ７月上旬 

↓ 

会員数分の会費を取りまとめて、事務局へ納入 

直接または口座振込 
７月下旬 

 

 (５) 新年懇親会(２月上旬)への出席者の取りまとめ 

事務局から新年懇親会の開催通知を送付 １２月下旬 

↓ 

新年懇親会の出欠を確認し、参加者名簿と出席人数

分の参加費をまとめて、事務局に申込む 

１月上旬 

 

 

 (６) 会員に変更が生じたとき 

任期途中で退任等が生じたときは、事務局へ連絡    随  時 

 

 (７) 町内会未加入者への加入促進 

加入促進パンフレットを活用して、町内会加入の働

きかけ。事務局に連絡し、加入促進パンフレット「町

内会に入ろう！」（必要部数）を受取 

 

  随   時 
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†††地域推進室への手続き††† 
担当／地域推進室（市民活動推進課内） 内線 2144 

 

 

  

【市民活動推進課】 

◆ 主な担当業務 

国際交流、元気の出るまちづくり活動、コミュニティ掲示板、ＮＰＯ、

もくせい施設管理、市民会館・ふれあいプラザ施設管理、まちづくり推

進バンク、世代間交流 など 

 

【地域推進室(町内会連合会事務局)】 

 ◆ 主な担当業務 

町内会、地域担当制、コミュニティ協議会 など 

  

市民生活部　市民活動推進課（地域推進室）配置図

市民生活部長

高 橋 良 和

市民活動推進課長

兼地域推進室長

野 口 敏 明

市民活動推進課兼

地域推進室主幹

平 田 大 輔

市民活動推進課主幹

志 藤 幸 子

市
民
活
動
推
進
課
主
査

奥

山

章

雄

市
民
活
動
推
進
課
主
事

前

島

彩

香

市
民
活
動
推
進
課
兼

地
域
推
進
室
主
事

富

海

亮

太

市民活動支援グループまちづくり推進グループ

臨
時
職
員

多

田

浩

子
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１ 町内会の手続き 

 

(１) 世帯数等報告書の提出 

地域推進室から「世帯数等報告書」調査依頼を送付  ４月上旬 

↓ 

４月１日現在の加入世帯数等や必要な広報、回覧の枚数

を記入して、地域推進室に提出 
４月下旬 

↓ 

広報しき６月号から反映 

 

 

(２) 町内会補助金の手続き 

「世帯数等報告書」及び「役員の調査」により町内会補

助金が算出され、事務局から内示額の通知が送付。また、

補助金申請書、実績報告書を同時送付 

６月中旬 

↓ 

補助金申請書、実績報告書に必要事項を記入し、地域推

進室に提出 
７月上旬 

↓ 

地域推進室から補助金決定通知書を送付 

補助金請求書を同時送付 
７月中旬 

↓ 

補助金請求書に必要事項を記入し、地域推進室に提出 

町内会の口座、名義の誤り、町内会長印の押印に注意 
７月下旬 

↓ 

市から町内会口座に補助金の振り込み  ８月上旬 
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２ 元気の出るまちづくり活動報奨金の手続き 

市民自らの活動によるふれあいと夢のあるまちづくりを推進するため

に、社会貢献活動や複数でふれあい活動等を行う市民団体に対して、報奨

金を支給しています。 

 (１) 地域活性化活動（１年度内１回限り）  

  市民を対象とした継続が可能な地域活性化活動や夢のあるまちづく

り活動 

  例）高齢者・障がい者へのボランティア活動、文化・スポーツ・青少

年育成活動、まちなか清掃活動、花いっぱい活動、人づくり活動、

国際交流・国際理解活動など 

   支給金額：事業に要した経費の２分の１で、限度額５万円（入場料

等の収入がある場合は異なる場合があります） 

 

 (２) 団体交流活動（１年度内１回限り） 

市内の複数の団体が共同で実施する団体間の交流の拡大を図るため

の活動 

  例）町内会と子ども会などによる夏祭り、複数の団体での合同スポー

ツ大会など 

  支給金額：事業に要した経費の２分の１で、限度額５万円（入場料等

の収入がある場合は異なる場合があります） 

 

 (３) 地域リサイクル活動（１年度内請求５回まで） 

  町内会、婦人会、老人会、子ども会、小・中学校 PTA、幼稚園や保育

園の父母会などが、資源物を回収する活動（紙、金物、布、ビンの回収） 

   支給額：１㎏につき３円 １回の限度額は３万円 

 

(４) 研修バス事業（１年度内１回限り） 

   団体の技術、教養を高めるためバスを利用して行う研修事業 

  バスは、一般旅客自動車運送事業の許可を受けたもの（緑ナンバー）

に限り、親睦旅行や旅行会社の企画したバス旅行は認められません。 
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   支給金額：車両借り上げに要した経費の２分の１で、限度額４万円 

 

 (５) 地域間交流事業（１年度内１回限り） 

  地域間の交流の拡大を図り、友好を深める相互交流の活動 

防災協定を結んでいる長野県飯綱町や群馬県館林市、千葉県

東 庄 町
とうのしょうまち

、埼玉県深谷市との相互交流活動が対象となります。 

   支給金額：事業に要した経費の２分の１で、限度額１０万円 

 

 (６) 地域内掲示板設置事業（１年度内２回限り） 

   町内会がコミュニケーションを活性化するため、町内会が独自で掲示

板を設置・維持する活動 

   支給金額：１回の限度額１万円 

 

注意事項 

１．活動日の１か月以上前に、活動計画書を提出し承認を受けてください。

事後報告は受付けできません。 

 【(３)地域リサイクル活動は、年度初めに年間活動計画書の提出が必要 

となります。様式は任意】 

２．実績報告には、領収書の写しなど、経費を証明する書類の添付が必要 

となります。 

３．報奨金の支払いは、団体名義の口座となります。 

４．（１）、（２）で入場料等の収入がある場合は報奨金支給額が異なる 

場合があります。 
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３ 町内会館高齢者仕様改修等補助金の手続き 

町内会が所有または管理する町内会館を高齢者や障がい者も安心して

利用できるようにするため、施設改修費用や備品購入費について、６０万

円を限度とし、事業費の３分の２の補助を行います。 

活動の拠点となる町内会館を、高齢化に適応した安心・安全な施設に改

修することで、町内会活動の活性化と活動の基盤強化をはかります。 

（例）施設改修費９０万円の場合 

→市が６０万円（２／３）を負担 

町内会が３０万円（１／３）を負担 

 

 （１）改修工事 

例）各箇所に手すりの取り付け、畳をフローリングに変更 

段差の解消、和式便器を洋式便器に変更 など 

 （２）備品購入 

例）会議用のテーブル、ローチェア(和室椅子) など 

 

～手続きの流れ～ 

 

地域推進室に事前相談 

      ↓ 

町内会が業者に見積を依頼 

      ↓ 

地域推進室に申請書を提出 

(見積書の写し等添付) 

      ↓ 

補助金交付決定後、施設改修又は備品購入 

      ↓ 

工事等完了後、地域推進室に実績報告書提出 

(領収書の写し等添付) 

      ↓ 

町内会へ補助金を交付 
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†††市の町内会関係業務††† 

 

【生活】 

１ 広報紙や回覧などの配布 

(秘書広報課 市役所３階 内線 2007) 

広報しき、議会だよりなどの配布物や回覧は、町内会のご協力により

配布しています。町内会に加入していない世帯への配布も、市民への公

共性の観点から、ぜひご協力ください。 

また、配布部数の変更や数が足りないときは、秘書広報課にご連絡く

ださい。 

 

２ 埼玉県市町村交通災害共済加入のとりまとめ 

(総合窓口課 市役所１階 内線 2134) 

毎年、２月から３月にかけて、地区内会員の翌年度の市町村交通災害

共済加入のとりまとめにご協力いただいています。加入者数を基に積算

した報償費を町内会へ交付しています。 

 

３ 水路クリーンサポート報奨金制度 

（下水道施設課 市役所５階 内線 2334） 

 市が管理する水路を、自発的に清掃、除草又は剪定活動を行う町内会

に年２回を限度とし、報奨金を交付することにより、町内会の清掃活動

等を支援します。 

 

４ 活動スペースゆめ・みらい 

（市民活動推進課 市役所１階 内線 2143） 

 地域コミュニティ活動の拠点として、ふれあい館「もくせい」（志木

第四小学校内）に町内会、民生委員・児童委員、子ども会育成会をはじ

めとした地域の市民活動を支援するため、会議室（２部屋、各定員 

約３０人）を設置し貸出しています。 

〈開 所 日〉 / １２月２７日から１月５日までを除く毎日（ただし、

学校行事等のある日は除く。） 

〈利用時間〉 / 午前９時から午後９時まで 

〈利用料金〉 / 無料 

〈利用方法〉 / あらかじめ団体登録（市民活動推進課）をしていただ
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き、利用日の３月前から５日前までに利用予約してく

ださい。 

〈利用できる団体〉(1) 市内においてボランティア活動を行う団体 

(2) 市内において地域活動を行う団体 

(3) 市内において文化活動を行う団体 

                  (4) その他市長が特に必要と認めたもの         

 

【安心・安全なまちづくり】 

１ 排水ポンプ維持管理補助金 

(生活安全課 市役所３階 内線 2326) 

柏町内会、城町内会、館町内会が維持管理している排水ポンプの燃料

費や修繕費などを補助金として交付しています。 

 

２ 志木市町内会自警消防隊消防施設等補助金  

                             (生活安全課 市役所３階 内線 2322) 

地域における自主的な水害・火災等の防災活動をしている、自警消防

隊に対し補助金を交付しています。 

 

３ 地区防災訓練の実施 

(生活安全課 市役所３階 内線 2326) 

町内会などを単位とし、地域に密着した地区防災訓練を支援します。

実施していない町内会は、ぜひ訓練を実施してください。 

 

４ 防災協力員の指定 

(生活安全課 市役所３階 内線 2326) 

避難場所として指定している小学校など、災害時の避難所運営や管理

について、町内会役員や教職員に協力をいただくとともに、鍵を保管し

ていただいています。 

 

５ 防犯灯補助金 

(生活安全課 市役所３階 内線 2323) 

 町内会で設置、管理している防犯灯の電気料全額と、ＬＥＤ防犯灯を新

設するときに必要な費用の一部を補助金として交付します。また、平成 

２６年度から３か年計画で既存の防犯灯をＬＥＤ交換します。詳しくは、

３２ページの「志木市防犯灯設置管理補助金交付要綱」をご覧下さい。 
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 （１） 防犯灯電気料補助金 

 

防犯灯電気料の補助金交付申請書が送付されます。    ４月上旬 

↓ 

補助金交付申請書に必要事項を記入し、生活安全課

へ提出します。 
４月中旬 

↓ 

補助金決定通知書が送付されます。また、補助金請

求書の用紙が同封されます。 
４月下旬 

↓ 

補助金請求書に必要事項を記入し、生活安全課に提

出します。特に町内会の口座、名義は誤りのないよう

記入し、会長印の押印を忘れないでください。 

５月中旬 

↓ 

町内会の口座に補助金が振り込まれます。    ５月下旬 

 

 （２） 防犯灯設置等補助金 

 

町内会の防犯灯設置要望を生活安全課で随時受け、

検討し、申請書を送付します。 
随時受付 

↓ 

申請書に必要事項を記入し、設置する個所の位置図

と見積書を添付のうえ、生活安全課に提出します。 

 

 

↓ 

補助金決定通知書が送付されます。また、実績報告

書及び補助金請求書の用紙が同封されます。 

 

 

↓ 

防犯灯設置などの工事を実施します。    

↓ 

工事終了後、実績報告書及び補助金請求書に必要事

項を記入し、領収書(写し可)、完成写真を添付し、生

活安全課に提出します。特に町内会の口座、名義は誤

りのないよう記入し、会長印の押印を忘れないでくだ

さい。 

 

  設置後 

   速やかに 

 

↓ 
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町内会の口座に補助金が振り込まれます。   

 

（３） 防犯灯ＬＥＤ器具交換補助金 

 

生活安全課から各町内会へＬＥＤ器具交換本数決定

通知書が送付されます。 

また、防犯灯交換申請書の用紙が同封されます。 

 ４月上旬 

↓ 

申請書に必要事項を記入し、設置する箇所の位置図

と見積書を添付のうえ、生活安全課に提出します。 

   ４月下旬 

 

↓ 

補助金決定通知書が送付されます。 

また、補助金請求書及び実績報告書の用紙が同封さ

れます。 

   ５月中旬 

 

↓ 

防犯灯交換工事を実施します。 

また、補助金請求書を生活安全課に提出します。 

特に町内会の口座、名義は誤りのないよう記入し、

会長印の押印を忘れないでください。 

   ５月中旬 

↓ 

町内会の口座に補助金が振り込まれます。    ６月上旬 

↓ 

工事終了後、実績報告書に必要事項を記入し、領収

書(写し可)、完成写真と東京電力の契約変更申請書類

（写し）を添付し、生活安全課に提出します。 

 

  設置後 

   速やかに 

 

↓ 

次年度交換本数決定通知書が送付されます。 Ｈ２８．４月上旬 
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６ 自主防犯パトロール活動の支援 
               (生活安全課 市役所３階 内線 2323) 

安心・安全なまちづくりを推進するため、自主的に実施されている防

犯パトロール活動を支援するとともに、自主防犯意識の高揚と地域の防

犯力の向上に努めます。     

 

 

７ 自主防災組織支援助成金                               
  (生活安全課 市役所３階 内線 2326) 

地域防災活動を推進するため、自主防災組織を新たに設立したり、防

災訓練や防災講座などの自主的な防災活動に対して助成金を交付し、災

害などによる被害の防止及び軽減を図ります。 

 

 
８ 救急医療情報キット配布事業 

   （高齢者ふれあい課 市役所１階 内線 2421） 

 緊急時に救急隊員が迅速な救急活動が行えるよう、かかりつけ医療機

関や持病などの緊急時に必要な情報を専用の容器に入れて、冷蔵庫に保

管する救急医療情報キットを配布します。 

 対象者 / ① ６５歳以上のひとり暮らしの人 

      ② 同居者はいるが、日中又は夜間に１人になる６５歳以上

の人 

      ③ 同居する家族が認知症等により、ひとり暮らしと同様の

状況にある６５歳以上の人 

      ④ ①～③に準ずる状況である人  

配布場所 /高齢者ふれあい課、志木駅前出張所、柳瀬川駅前出張所、高

齢者あんしん相談センター(柏の杜、せせらぎ、ブロン、館

・幸町) 
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９ ご近所で心配な子どもの相談・通報 ～児童虐待ホットライン～ 

        (子育て支援課 市役所２階 内線 2442 直通電話 473-1124) 

・近所で子どもが、異常な泣きかたをしている。 

・夜遅くに、子どもが一人で徘徊している。 

・季節にそぐわない服装（冬なのに下着姿）の子どもがいる。 

・殴られたようなあざのある子どもがいる。 

・夏なのに、数日間お風呂に入った様子が無い子がいる。 

・しょっちゅうお腹を空かした子どもがいる。 

・昼間なのに、学校に行かないで遊んでいる子どもがいる。 

・長い間保護者が不在で、子どもだけで生活している家庭がある。 

 など、この様な場合は、『児童虐待』の疑いがありますので、 

 子育て支援課に連絡をください。 

  

 児童虐待『ゼロ』のまちをめざすためには、こうした地域の皆さまの

意識と協力が欠かせません。 

 皆さまのご協力をお願いいたします。 

 

 連絡をいただいた方の秘密は厳守されます。ご安心ください。 

 

   

 

めざそう！児童虐待「ゼロ」のまち 
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【健康・医療・福祉】 
 
１ 母子保健推進員の推薦 

(健康増進センター 志木市幸町 3-4-70 ℡473-3811) 

母子保健推進員の任期は２年で、町内会ごとに推進員の推薦を依頼さ

れます。次回は、平成２９年１月に、平成２９年度からの母子保健推進

員推薦依頼通知があります。 

母子保健推進員は、市長の委嘱を受け、町内会単位で妊産婦・乳幼児

の家庭訪問や子育て支援事業などの母子保健活動を行っています。 

 

２ 出前健康講座の利用 

        (健康増進センター 志木市幸町 3-4-70 ℡473-3811) 

町内会をはじめ、市内の団体やグループを対象に、生活習慣病（高血圧や糖尿

病など）の予防や改善を目的として、講話や実技を組み合わせた「健康づくり」

の講座があります。講座の内容等については、相談のうえ、講師が無料で派遣さ

れます。 
 
３ 元気いきいきポイント事業 

（高齢者ふれあい課 市役所１階 内線 2421） 

 元気な６５歳以上の人が地域貢献活動・介護ボランティア活動に参加

した場合に一定のポイントを付与し、貯まったポイントに応じて市内で

使えるお買い物券に交換できる制度です。ボランティア活動や地域貢献

活動に参加することで、社会や地域とつながりを持って、生きがいを感

じながら暮らしていくことを目的にした事業です。 

６５歳以上の市民で要支援・要介護の認定を受けていない人が対象で

す。また、介護保険料を滞納されている人、生活保護制度をご利用して

いる人は、お買い物券に交換することはできませんので、ご注意くださ

い。 

 
４ 街なかふれあいサロン事業 

        （高齢者ふれあい課 市役所１階 内線 2423） 

空き店舗を活用し、「見守り」や「声かけ」をはじめとする福祉活動

を行うサロン３カ所を開設しています。買い物のついでや散歩の途中の

休憩等にご利用ください。 

 サロンでは季節のイベントを企画したり、心配事の相談にのったりと

地域の特性を活かした活動を行っています。 
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５ カフェ・ランチルーム宗四小事業 

（高齢者ふれあい課 市役所１階 内線 2423） 

 地域の高齢者が宗岡第四小学校内の空き施設を利用し、昼食を食べた

り、健康に関する活動に参加したりしながら交流を深め、また、児童と

の異世代交流の場となっています。昼食の提供は、水曜日と金曜日の週

２回です。（学校給食のある日に限ります。） 

対象者は市内在住の６５歳以上の方で、休館日は、土曜日、日曜日、

年末年始、祝日、学校行事のある日です。 

利用料は無料ですが、実費分として、昼食は１食２５０円、飲み物サ

ービスは１回１００円で提供していますので、ご利用ください。 

 

 

≪サロンの場所≫ 

① スペース・わ 

   場 所：志木市館２－７－３ぺあもーる商店街内 

         電話４８７－３７７１ 

   開所日：月・火・水・金・土 

   時 間：午前１１時～午後５時 

   利用料：１００円 

 

② ふれあいサロン「あざみ」 

   場 所：志木市中宗岡１－１９－２７ コージイ・コート１０１ 

（ゴルフ練習場向い） 

       電話４７１－７７６０ 

   開所日：月～土 

   時 間：午前１０時～午後４時 

   利用料：２００円 

 

 ③ いろは元気サロン本町 

場 所：志木市本町１－６－３ 

       電話４２４－４８５６ 

   開所日：火～土 

   時 間：午前９時～午後４時 

   利用料：１００円 
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６ 地域介護予防活動支援事業 

（高齢者ふれあい課 市役所１階 内線 2421） 

身近な町内会館、集会所等を利用し、効果のある介護予防について、自

主活動の立ち上げ支援を行います。 

≪対象≫６５歳以上の高齢者を中心とした町内会等の団体 

≪内容≫事業説明会、自主活動の立ちあげ支援として運動専門職や介護予

防ボランティアの派遣、定期的な体力測定や健康相談 

 

７ ランチで食育事業 ～保育園の給食体験で食育支援～ 

（いろは子育て支援センター 直通電話 048-486-6888） 

 市内在住の在宅子育て家庭へのサポートとして、保育園で提供してい

る給食を体験試食していただきながら、市の栄養士による献立メニュー

の紹介や、児童の発育や発達の過程に応じた食事のアドバイスなどを行

うことにより、各家庭における食育を支援します。 

①  開催日時 毎月第２・第３・第４火曜日 午前１１時～正午 

②  開催場所 いろは子育て支援センター 

志木市本町１－１－６７(志木市立いろは保育園２階) 

③ 申込み 

毎回１０組、予約制ですので、ご希望日の月の初日から２日前ま

でに、いろは子育て支援センターへ直接来所の上、お申し込みく

ださい。アレルギーなどの確認をさせていただきます。 

④ 料金 

１組につき１食分（大人相当量）で、初回は無料、２回目以降は 

３６０円の実費料金をいただきます。 

【教育・文化】 

１ チャレンジスポーツへの参加 

(生涯学習課 市役所２階 内線 3141) 

年２回、種目に特化したスポーツ事業を開催します。 

 

２ 市民体育祭への参加 

(生涯学習課 市役所２階 内線 3141) 

８月から９月にかけて、町内会ごとに、毎年１０月に開催される市民

体育祭への参加者の募集と、とりまとめをして参加しています。 
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††他の団体の町内会関係業務†† 

 

１ 社会福祉法人 志木市社会福祉協議会 

 

〒353-0001 志木市上宗岡１－５－１ 

                                志木市総合福祉センター内 

                 ℡：４７４－６５０８ 

 

  社会福祉協議会（略称；社協）は、市民のみなさまを会員として構成さ

れ、地域住民の方々やボランティア、福祉・保健などの関係者、行政機関

の参加・協力を得て、様々な福祉課題に取り組み、だれもが安心して暮ら

せる「福祉のまちづくり」を進めるため、みなさまとともに地域活動を行

う組織として設立された民間団体です。 

 「地域福祉の推進役」として法律にも位置づけられ、地域福祉の充実を

目指して幅広い福祉事業を展開しています。 

 

１ 町内会の社協への協力 

（１） 社協の役員・委員 

   ① 理事・評議員 

      社協の執行機関（役員）である理事、議決機関である評議員に、

住民組織の代表としての参画をお願いしています。 

    ② 地区委員 

        地域における社会福祉事業の普及、宣伝、社協の組織強化等に

ご協力いただく役割を持つ地区委員として、全町内会長にその在

任期間委嘱させていただきます。 

（２） 社協会員の募集・取りまとめ 

       ７月から８月頃、各世帯に加入をお願いしています。 

       社協会費は、様々な福祉ニーズに対応するための社協事業運営に

充てられます。 

       なお、会員の募集に取り組んでいただいた地区には、前年度実績

額の５％以内の額を事務費として交付します。 

（３） 共同募金運動への協力 

       全国で展開される共同募金運動で、赤い羽根募金（１０月）と地

域歳末たすけあい募金（１２月）の協力をお願いしています。 

       なお、赤い羽根募金及び地域歳末たすけあい募金に取り組んだ地



18 

 

区には、前年度実績額の５％以内の額を事務費として交付します。 

（４） 広報紙の配布 

       社協だより「ふれあい」を、年６回（５月、７月、９月、１１月、

１月、３月）、広報しきの折り込みで配布していただいています。 

（５） 地域福祉活動連絡会議への出席 

       町内会、民生委員・児童委員、高齢者あんしん相談センターなど

の地域福祉関係者が集まり、地域課題を話し合い、協力していく体

制を構築する場として、地域福祉活動連絡会議への出席をお願いす

ることがあります。 

 

２ 社協の町内会への支援 

（１） 助成による支援（詳細は、直接ご案内します） 

    ① 交流支援事業（町内会・婦人会・老人クラブ・子ども会など、

各町内会単位での調整をお願いします） 

       ア 地区敬老会事業 

        身近な地域で長寿をお祝いするため、町内会単位で実施する

地区敬老会事業の実施に必要な経費を助成します。 

       イ 世代間交流事業 

         核家族化の進む中、地域で支えあう関係づくりを推進するた

め、町内会単位で実施するさまざまな世代が集まり、交流を深

めることができる事業の実施に必要な経費を助成します。 

    ② 訪問交流事業（福祉施設等訪問活動） 

        福祉施設の利用者と地域住民との交流を促進するため、地域住

民が福祉施設への訪問活動を行うために必要な経費を助成しま

す。（地域内又は隣接程度にある福祉施設での交流が主対象） 

    ③ 運営支援事業（地域活動支援助成） 

        前年度社協会費実績の１５％と前年度赤い羽根募金実績の 

１０％を足した額を、地域活動を活発にするための資金として、

町内会・自治会に助成します。 

（２） 機材等の貸出による支援 

      地域における福祉活動の推進を図るため、社協の所有する機材で

あれば可能な範囲で貸し出します。随時ご相談ください。 

      貸出料金は無料です。機材の運搬は、各団体でお願いします。 

①  もちつきセット（杵・臼） 

②  テント 

③  放送機器（アンプ・マイク）など 



19 

 

④ 印刷機、コピー機のご利用（有料となります） 

 ＊総合福祉センター（印刷機・カラーコピー機） 

 ＊福祉センター（印刷機・コピー機） 

 ＊第二福祉センター（コピー機） 

（３） 保険の加入及び事故対応   ※詳細は、お問い合わせください。 

    ① ボランティア活動保険 

    ② ボランティア行事保険 

（４） 相談・情報提供、他機関・他団体との連絡調整など 

      地域福祉に関する事業を行うために必要な、相談・情報提供、他

機関・他団体との連絡調整などを行います。 

（５） その他 

      社協でできることであれば、可能な限りお手伝いします。ご相談

ください。 

 

 

２ 日本赤十字社志木市地区 

           【事務局】福祉課（市役所１階） 

〒353-0002 志木市中宗岡１－１－１ 

℡：４７３－１１１１ 内線：2417 

 (１) 協賛委員、奉仕委員 

任期はどちらも１年です。 

協賛委員には、町内会の会長が委嘱されます。 

 (２) 社資募集 

毎年５月に、赤十字社員増強運動の一環として、地区内の

会員に対する社資募集の協力をお願いされます。 

 (３) 社資の徴収 

地区内の会員から赤十字社資の徴収と、とりまとめをお願

いされます。その総額の８％が赤十字事務費として町内会に

交付されます。 

 (４) チラシの配布 

社資募集運動用ポスターを年１回(５月)に掲示して協力

します。 
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３ 志木市川と街をきれいにする運動推進協議会 

            【事務局】環境推進課（市役所１階） 

〒353-0002 志木市中宗岡１－１－１ 

℡：４７３－１１１１ 内線：2312 

春(５月の第２土曜日)と秋(１０月の第４日曜日)に「親と子

の市内まるごとクリーン作戦」を実施し、多くの市民が清掃活

動に参加するよう町内のみなさまに参加を呼びかけます。 

 

 

４ 志木市献血会  

           【事務局】健康づくり支援課（市役所１階） 

〒353-0002 志木市中宗岡１－１－１ 

℡：４７３－１１１１ 内線：2477 

町内会の会員は、すべて志木市献血会の会員になります。 

志木市献血会は、市内で行われる献血に協力します。 

役員には、町内会連合会の役員が充てられます。 

 

 

５ 志木市観光協会 

            【事務局】産業観光課（市役所１階） 

〒353-0002 志木市中宗岡１－１－１ 

℡：４７３－１１１１ 内線：2161 

該当する町内会は、地区内の会員の勧誘と会費の徴収をお願

いされます。会費の徴収額の５％が手数料として町内会に還付

されます。 

 

 

６ 志木市母子保健推進員連絡協議会 

            【事務局】健康増進センター 

〒353-0005 志木市幸町３－４－７０ 

℡４７３－３８１１ 

推進員は、年に１回～２回、町内会ごとに乳幼児の健康相談

を実施していますが、その際に参加を呼び掛け、会場を提供し

て協力します。 
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７ 地域防犯推進委員 
            【事務局】朝霞警察署 

〒351-0015 朝霞市幸町２－６－９ 

℡４６５－０１１０ 

各町内会ごとに選任された推進委員として、地域の防犯活動

推進のために協力します。任期は２年です。 
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†††イベントや学習の支援††† 

 

１ 社会福祉協議会からの支援 

(社会福祉協議会 志木市上宗岡1-5-1 志木市総合福祉ｾﾝﾀｰ内 ℡４７４－６５０８) 

助成事業をはじめ、備品の貸出しなどがありますので、随時ご

相談ください。 

 

２ コミュニティ物品の貸出し事業 

(志木市コミュニティ協議会 事務局 市役所１階 市民活動推進課 内線 2143) 

町内会の各種イベントなどに必要な次のような物品を貸し出し

ます。 

【主な貸出物品】 

ポップコーンマシーン、綿菓子機、アイススライサー、タコ焼

き鉄板、鉄板焼鉄板、バーベキュー鉄板、焼きそば鉄板、 

ガスコンロ、自動ヤキトリ機、炭用焼き鳥器、 

寸胴鍋、せいろ、きね・うす、マルチカッター、 

ワイヤレスアンプ、トランシーバー、 

ドラムコード、子供用御輿、発電機、テント、 

紅白幕、屑かご、ベンチ、パイプ椅子、 

折り畳み机、リヤカー、照明灯など 

 

数量に限りがありますので、イベントなどの 

日程が決まったら、使いたい備品が 

空いているか電話で確認をお願いします。 

(予約は利用日の３か月前からになります。)  

※貸し出しは無料ですが、年度会費として１，０００円（１年

間）をご負担いただきます。 

 

３ いきがいサロン事業 

(高齢者ふれあい課 市役所１階 内線 2423) 

高齢者の方々に連帯やコミュニケーションを深め、児童との交

流を図ることを目的に、地域のボランティアの運営による高齢者

が楽しく集う憩いの場として、志木第二小学校内(教育福祉ふれあ

い館)で「いきいきサロン」、宗岡小学校内(三世代交流館)に「ふ

れあいサロン」事業を実施しておりますので、ご利用ください。 
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４ 志木市まちづくり推進バンク 

(市民活動推進課 市役所１階 内線 2143) 

 若者から高齢者まで、市政に興味を持ち、特技や知識をまちづ

くりに生かしたいと熱意を持った人の「市民力」を集約し、市民

が主役のまちづくりを推進する人材バンク制度です。 

 市政に関する審議会や審査会、委員会などの委員推薦や市主催

のイベントや催し物の企画立案運営委員推薦などを行う「志民力

人材バンク」と、市民主催の学習会や研修会へ、市職員や企業社

員、市民ボランティアを講師として派遣する「いろは楽学塾」（

いろは楽学講座・市民アカデミー）、市内に拠点を置くNPO法人

やボランティア団体を登録し、法人や団体の活動に興味を持つ市

民へ情報提供する「ボランティア便利帳」があります。 

○ 志民力人材バンク 

・利用できる人／市内に在住する１８歳以上の人。 

・内容／登録制。登録者には、市政に関する審議会や審査会、委

員会などへ委員の推薦や市主催のイベントや催し物の企画

立案運営委員の推薦を行う。 

・登録／随時、市民活動推進課へ郵送、FAX、Eメールで受付。 

○ いろは楽学塾 

 ★ いろは楽学講座 

・利用できる人／市内に在住・在勤・在学する１０人以上の 

グループ(１０人に満たない場合は応相談) 

・内容／市民主催の学習会や研修会へ、登録された市民団体

やグループを講師として派遣する制度。 

・申込み／受講希望日の２週間前までに市民活動推進課へ。 

★ 市民アカデミー 

・利用できる人／市内に在住・在勤・在学する５人以上のグ 

ループ 

・内容／市民の特技や知識に応じて分野別に登録し、市民主 

催の学習会や研修会へボランティア講師として出向く 

制度です。 

・申込み／受講したい項目を選び、随時、市民活動推進課へ 

○ ボランティア便利帳 

・内容/市内を活動拠点とするＮＰＯ法人やボランティア団 

体を登録し、団体の活動に興味や参加意欲のある市民 

など対し、登録情報を提供し、活動を支援する制度。 

・登録対象/市内を拠点に活動している団体。 
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５  パルシティいろはギャラリー 

（市民会館 志木市本町１－１１－５０ ℡４７４－３０３０） 

市内在住、在勤、在学の方を対象に、市民会館内ロビーを展示

スペースとして無料開放いたします。 

利用期間は１作品につき１か月以内です。政治、宗教、営利を

目的とした作品はご利用できません。 

絵や写真、編み物など、作品展示の場として 

ぜひご利用ください。 

ご希望の方は市民会館事業担当まで 

お問い合わせください。 
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†††規約・要綱等††† 

 
１ 志木市町内会連合会規約 

   第１章 総則 

第１条 本会は、志木市町内会連合会と称する。 

第２条 本会の事務所は、志木市役所内に置く。 

第３条 本会は、志木市内の各町内会相互の連絡を密にしてその親睦と福

祉の増進を図り、市に協力し、平和で文化的な住みよい市とすることを

目的とする。 

 

   第２章 事業 

第４条 本会は、目的達成のため次の事業を行う。 

 (１) 保健衛生の普及及び徹底並びに道路交通、防犯、防災等の市等の

事業に協力し、必要な文化活動を行う。 

 (２) その他本会の目的達成に必要な事業を行う。 

 

   第３章 組織 

第５条 本会は、各町内会正副会長を会員とする。 

第５条の２ 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。 

 

   第４章 役員 

第６条 本会に次の役員を置く。 

     会  長   １ 人 

     副 会 長   ３ 人 

     監  事   ３ 人 

     会  計   １ 人 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理す

る。 

３ 会計は、会の金銭出納に当たる。 

４ 監事は、会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

第８条 役員は、総会において選出する。 
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２ 会長及び監事は、役員の互選により選出する。 

３ 副会長及び会計は、会長が役員の中から指名する。 

第９条 役員の任期は、２か年とし再選を妨げない。ただし、補欠役員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

 

   第５章 会議 

第１０条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

第１１条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。 

２ 定例総会は、毎事業年度終了後開催し、予算及び事業計画の決定、決

算及び事業報告の認定、規約の改正、役員の選任等を行う。 

３ 臨時総会は、役員会が必要と認めるとき又は会員の３分の１以上から

附議事項を示して請求のあったとき開催し、必要事項を審議する。 

第１２条 役員会は、本会の運営その他必要事項を審議する。 

第１３条 総会及び役員会は、会長が招集し、議長となる。 

第１４条 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

 

   第６章 会費及び会計 

第１５条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 

第１６条 会費は、会員１人当たり年額５，０００円とする。 

第１７条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終

わるものとする。 

 

   第７章 補則 

第１８条 本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、役員

会でこれを定める。 

 

 

２ 町内会連合会の慶弔制度 

 (１) ２年以上在職した会員が退職されたとき 感謝状 

 (２) ４年以上在職した会員が退職されたとき 感謝状・記念品 

 (３) 会員が逝去されたとき 御霊前５，０００円・花輪１基 
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３ 志木市町内会補助金交付基準 

（担当：地域推進室） 

 （趣旨） 

第１条 市は、住民の自治活動により、地域自治の振興を図ることを目的

とする自主的な住民組織（以下「町内会」という。）の健全な発展を促

進し、豊かな地域社会づくりを図るため、予算の範囲内において補助金

を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、志木市補助金等交付規則（昭和５３

年志木市規則第２２号）の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この基準において、町内会とは次に掲げる要件を満たしているも

のをいう。 

 (1) 一定の区域内で世帯加入率が過半数を超えること。だだし、地域自

治振興のため、特に必要と認める場合は、前記要件にかかわらず、条

件を付して認めることができる。 

  (2) 一定の区域で概ね１５０世帯を越えること、ただし、既存の町内会

で、かつ志木市町内会連合会に加入している場合は、この限りでない。 

 (3) 規約、会則等が定められ、かつ、役員が置かれていること。 

 (4) 年間の予算及び事業計画が定められていること。 

 （補助額） 

第３条 補助額は年額とし、次に掲げるものの合算額（千円未満切り捨て）

とする。 

 (1) 均等割  １町内会 ７５，０００円 

 (2) 世帯割   １世帯あたり２８０円。だだし、補助対象となる世帯数

は、加入世帯数に未加入世帯のうち、広報等配布世帯数を合計した数

とする。 

 (3) 規模割  次の計算式で算出するものとする。ただし、小数点第１

位以下の 端数は切り上げて計算するものとする。 

２００世帯未満の集合住宅の町内会の場合  

  （世帯数÷１００）×３７，０００円 

２００世帯未満の集合住宅ではない町内会の場合 

  （世帯数÷１００＋１）×３７，０００円 

ただし、以下の計算式で算出された金額を規模割額の上限とする。 

２００世帯未満の集合住宅の町内会の場合  

  （副会長数）×３７，０００円 
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２００世帯未満の集合住宅ではない町内会の場合 

  （副会長数）×３７，０００円 

なお、２００世帯以上の積算基礎は概ね１００世帯を１とするが、

算定にあたっては副会長の現数をもって算出する。 

 (4) 施設借上負担割  集会所未所有町内会に対し、年額２４，０００円 

附 則 

この基準は、平成 2 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成 6 年 4月 1 日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

 

 

４ 志木市町内会補助金交付基準細則 

 志木市町内会補助金交付基準第２条第１号の「特に必要と認めた場合」

とは、現に補助を受けていない組織で、次の条件を満たすものをいう。 

 

１ 既に町内会の組織として設立している（設立する場合も含む）こと 

２ 世帯加入率が３割を超え、かつ、５割の加入率の達成に向け、積極的

に地域住民に働きかけていること 

３ 町内会連合会に加入している（加入する）こと 

４ 地域自治振興に、積極的に取り組んでいること 

   附 則 

 この細則は、平成１２年４月１日から施行する。 
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５ 志木市町内会館高齢者仕様改修等補助金交付要綱 

（担当：地域推進室） 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、町内会活動の活性化と基盤の強化を図るため、町内

会が実施する町内会館を高齢者仕様にするための改修又は備品購入に

対し、予算の範囲内において志木市町内会館高齢者仕様改修等補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、志木市補助金等

交付規則（昭和５３年志木市規則第２２号。以下｢規則｣という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

 (1) 町内会 次に掲げる要件を満たしている団体をいう。 

  ア 一定の区域内において過半数の世帯が加入していること。た   

だし、地域自治振興のため、市長が特に必要と認めたときは、この

限りでない。 

  イ 志木市町内会連合会に加入していること。 

  ウ 規約、会則等が定められ、かつ、役員が置かれていること。 

  エ 年間の予算及び事業計画が定められていること。 

 (2) 管理組合 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年４月４日法

律第６９号。）第３条又は第６５条に規定する団体をいう。 

 (3) 町内会館 町内会が所有し、専ら町内会の会員（以下「町内会  

員」という。）が使用することを目的として設置される集会施設をい

う。 

  (4) 高齢者仕様 高齢者等が安心して安全に使用することができる  

よう、その設備又は構造を改修し、又は整備された仕様をいう。 

 （補助対象事業及び経費） 

第３条 この告示による補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）

は、町内会館又はその敷地に関し、当該町内会が主体となって実施する

高齢者仕様改修事業で、次に掲げる事業とする。 

 (1) スロープを設置する事業 

 (2) 通路及び出入口の幅を拡張する事業 

 (3) 進入経路及び床の段差を解消する事業 

 (4) 床を滑りにくいものに変更する事業 

 (5) 開き戸を引き戸又は折戸に交換する事業 
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 (6) ドアノブ、戸車等の戸の開閉を容易にする事業 

 (7) 便器を交換し、又は便座を設置する事業 

 (8) 便所、通路等に手すりを取り付ける事業 

 (9) 台所、洗面所等の高さを変える事業 

 (10) 高座椅子等高齢者仕様に係る備品を購入する事業 

 (11) その他市長が特に必要と認めた事業 

 （補助金の交付要件） 

第４条 補助事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

 (1) 補助事業の実施に関し、町内会員の意向が十分反映されている  

こと。 

 (2) 町内会館の維持管理を町内会が行い、又は町内会館の維持管理に町

内会員の協力が得られること。 

  (3) 管理組合が管理する集会施設を利用する町内会は、改修又は備品を

購入するにあたり管理組合の同意が得られること。 

（補助対象外の事業及び経費等） 

第５条 前条の規定にかかわらず、補助事業が次の各号のいずれかに該当

する場合は、補助の対象としない。 

 (1) 他の補助制度の適用を受ける事業 

 (2) 既に事業に着手しており、財源の単なる補填とみなされる事業 

 (3) 前各号に掲げるもののほか、この告示の目的に適合しない事業 

２ 次に掲げる経費は、補助の対象としない。 

 (1) 事業に係る設計料、設計監理料等の経費 

 (2) 報償費 

 (3) 旅費 

 (4) 食糧費 

 (5) 前各号に掲げる経費のほか事業の直接的費用とは認め難い経費 

３ 志木市町内会補助金交付基準第３条第１項第４号に掲げる施設借上

負担割を支給されている町内会は、補助の対象としない。ただし、町内

会館を管理している町内会は、第３条第１項第１０号に掲げる備品の購

入のみを対象とするものとする。 

（補助金の補助率及び限度額等） 

第６条 補助率は補助対象経費の２／３以内とし、補助金交付の限度額は

６０万円までとする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。 

３ 補助金の支給は、１年度内１回を限度とする。ただし、改修事業と備
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品購入を併用することができる。 

 （申請書の添付書類） 

第７条 規則第４条第１項第４号に規定する市長が必要と認める書類 

は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 見積書の写し 

 (2) 町内会員の承諾書 

 (3) 町内会における会員の経費負担の同意書 

 (4) 町内会の組織及び活動を明らかにする書類 

 (5) 第４条第１項第３号に該当する町内会は管理組合の同意書 

 （軽微な変更） 

第８条 規則第７条第１項に規定する市長の定める軽微な変更は、補助事

業費に１００分の１０を乗じて得た額を超えない変更とする。 

 （実績報告書の添付書類） 

第９条 規則第８条第１項第２号に規定する市長が必要と認める書類は、

次に掲げるとおりとする。 

 (1) 志木市町内会館高齢者仕様改修等補助金補助事業内訳書(第１号  

様式) 

 (2) 補助事業の内容を証明することができる写真 

 (3) 補助事業に関する金銭出納簿の写し 

 (4) 補助事業に関する領収証の写し 

 （確定通知） 

第１０条 市長は、規則第８条第２項の規定による審査の結果、補助事業

の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、補助金の交付確定額を決定し、志木市町内会館高齢者仕

様改修等補助金交付確定通知書（第２号様式）により補助事業者に通知

するものとする。 

 （補助金の請求方法） 

第１１条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の

規定による通知を受けた後、規則第１０条第２項に規定する補助金等交

付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の目的達

成のため、やむを得ず前条の規定による通知を受ける前に補助金の全部

又は一部の交付を受けようとするときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により前条の規定による通知を受ける前に補 

助金の全部又は一部の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求

に当該交付の根拠となる書類を添付するものとする。 

 （財産処分の制限） 
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第１２条 規則第１４条ただし書に規定する市長が定める期間は、補助事

業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年とする。 

 （その他） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２５年５月１日から施行する。 

 

 

６ 志木市防犯灯設置管理補助金交付要綱 

（担当：生活安全課） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、犯罪を防止するための環境整備の一環として歩行者

用照明施設（以下「防犯灯」という。）を設置し、又は維持管理に要す

る費用を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定

めるものとする。 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金交付の対象は、行政と協力して地域自治の振興を図る団体

（以下「町内会」という。）が行う事業又は町内会が経費負担する維持

管理費の一部とし、補助対象事業等の種類及び補助額は、次のとおりと

する。ただし、直線状に防犯灯を設置する場合は、原則として４０メー

トルに一基を限度とする。 

(1) 電柱等共架施設がない場所に鋼管柱又はコンクリート柱を設け防

犯灯を設置する場合 工事費、材料費及び申請手数料（以下「工事費」

という。）。ただし、一基につき３０,０００円（発光ダイオードを用

いた光源装置の防犯灯（以下「ＬＥＤ防犯灯」という。）にあっては、

６０,０００円）を限度とする。 

(2) 既存の防犯灯を鋼管柱又はコンクリート柱を使用して建て替える

場合 工事費。ただし、一基につき３０,０００円（ＬＥＤ防犯灯に

あっては、６０,０００円）を限度とする。 

(3) 既設柱（東電柱等を含む。）に防犯灯を共架する場合 工事費。た

だし、一基につき１５,０００円（ＬＥＤ防犯灯にあっては、３０,

０００円）を限度とする。 

(4) 既設柱（東電柱等を含む。）に共架してある防犯灯を取り替える場

合 工事費。ただし、一基につき１５,０００円（ＬＥＤ防犯灯にあ
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っては、３０,０００円）を限度とする。 

(5) 防犯灯の電気料 平成元年３月３１日までに設置されたものは全

部を対象とし、平成元年度以降に設置するものは６０ワット以下のも

のとする。ただし、補助額は、市長の定める額とする。 

（補助金の申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする町内会（以下「申請者」という。）

は、次に定める申請書を市長に提出しなければならない。 

(1) 防犯灯設置事業補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 防犯灯電気料補助金交付申請書（第２号様式） 

２ 前項第１号の申請書については、工事開始の日１０日前までに、第２

号の申請書については、毎年度事業終了後２か月以内に提出するものと

する。 

（交付決定） 

第４条 市長は、前条の規定に基づいて申請書が提出されたときは、その

内容を審査し、補助金の額を決定し、防犯灯設置事業補助金交付決定通

知書（第３号様式）又は防犯灯電気料補助金交付決定通知書（第４号様

式）により、当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の補助金交付決定に当たり必要と認めたときは、条件を

付することができる。 

（補助金請求書の提出） 

第５条 前条に規定する補助金交付決定通知書を受けた申請者は、防犯灯

設置事業等補助金交付請求書（第５号様式）を市長に提出しなければな

らない。 

（実績報告書の提出） 

第６条 電気料の補助金を除く補助金の交付を受けた申請者は、補助事業

完了後速やかに防犯灯設置事業完了実績報告書（第６号様式）を市長に

提出しなければならない。 

（補助金の返還） 

第７条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受

けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
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７ 志木市水路クリーンサポート報奨金交付基準 

（担当：下水道施設課） 

（目的） 

第１条 この基準は、志木市補助金等交付規則（昭和５３年志木市規則 

第２２号）に定めるもののほか、市が管理する水路につき、自発的に清

掃活動、除草活動又は剪定活動（以下「清掃活動等」という。）を行う

町内会に報奨金を交付することにより、町内会の清掃活動等を支援し、

もって公共福祉の増進に資することを目的とする。 

 （清掃活動等の実施） 

第２条 町内会が清掃活動等を行おうとするときは、あらかじめ、市と日

程に関し調整をするものとする。 

２ 整備済の水路の汚泥及び未整備の水路の刈り草は、原則として、町内

会が清掃活動を行った日の翌日に市が回収するものとする。 

３ 前項に規定する汚泥及び刈り草以外で清掃活動等において収集した

ごみは、町内会が適正に処理するものとする。 

４ 市は、清掃活動等において発生した事故につき、その責めを負わない。 

 （報奨金） 

第３条 市長は、町内会に対し、予算の範囲内において別表に定める基準

により、年２回を限度として報奨金を交付するものとする。 

 （交付の申請） 

第４条 町内会は、報奨金の交付を受けようとするときは、志木市水路ク

リーンサポート報奨金交付申請書（第１号様式）を、市長に提出しなけ

ればならない。 

 （交付の決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、報奨金を交付すべきと認めたときは、志木市水路クリーンサポート

報奨金交付決定通知書（第２号様式）により町内会に通知するものとす

る。 

 （交付の請求書） 

第６条 町内会は、清掃活動等が終了する都度、志木市水路クリーンサポ

ート報奨金交付請求書（第３号様式）により、市長に報奨金の交付の請

求をしなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに報奨金を交

付するものとする。 

 （その他） 
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第７条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 附 則 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第３条関係） 

 

       志木市水路クリーンサポート報奨金交付基準 

活動区間の延長 １回当たりの報奨金の額 

５キロメートル未満 ２５，０００円 

５キロメートル以上１０キロメートル未満 ３５，０００円 

１０キロメートル以上 ４５，０００円 
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†††公共施設等の案内††† 
分野 施 設 名 所 在 地 電話番号 

 志木市役所 中宗岡１－１－１ ４７３－１１１１ 

柳瀬川駅前出張所 館２－６－１０ ４７２－４４４９ 

志木駅前出張所 本町５－２６－１ ４７３－３９８８ 

健
康
・
福
祉 

健康増進センター 幸町３－４－７０ ４７３－３８１１ 

総合福祉センター 上宗岡１－５－１ ４７５－００１１ 

福祉センター 中宗岡１－３－２５ ４７３－７５６９ 

第二福祉センター 柏町３－５－１ ４７６－４１２２ 

高齢者あんしん相談センター柏の

杜（地域包括支援センター） 
柏町３－５－１ ４８６－５１９９ 

高齢者あんしん相談センターせせ

らぎ（地域包括支援センター） 
中宗岡１－１９－６１ ４８５－２１１３ 

高齢者あんしん相談センターブロ

ン（地域包括支援センター） 
本町２－１０－５０ ４８６－０００３ 

高齢者あんしん相談センターブロ

ン（館・幸町） 
幸町３－１２－５ ４８５－５６１０ 

カフェ・ランチルーム 

宗四小 

上宗岡１－１－２ 

（宗岡第四小学校内） 
４８７－８９４５ 

みつばすみれ学園 下宗岡１－２３－１ ４７１－３１１５ 

すずらん 下宗岡１－２３－１ ４７０－３２１６ 

すわ緑風園 和光市南２－３－２ ４６１－３０２８ 

子
育
て 

いろは保育園 本町１－１－６７ ４７２－５２３９ 

北美保育園 中宗岡４－１－１１ ４７２－９１７３ 

西原保育園 幸町３－９－５２ ４７２－６６７７ 

館保育園 館２－６－１５ ４７４－２０５０ 

アスク志木駅前保育園 本町５－２０－１５ ４７６－６３１４ 

こどもの家・志木中宗岡 中宗岡１－１９－４８ ４７４－０１０１ 

愛児舎 アンファンシェリ 館２－７－７ ４７４－３５８８ 

ステラ志木宗岡保育園 上宗岡３－１３－３ ４８５－１５１７ 

よつば保育園 館２－６－１１ペアクレセント２Ｆ ４７１－１０１０ 
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分野 施 設 名 所 在 地 電話番号 

子
育
て 

アートチャイルドケア志木 柏町１－６－７１ ４８５－０１２３ 

ウェルネス保育園志木 柏町５－５－３８ ４２３－５３２２ 

メリーポピンズ志木ルーム 本町５－１９－９ ４７４－６３８０ 

志木どろんこ保育園 下宗岡２－１５－４６ ４７１－６０１０ 

メープル保育園 幸町２－６－１２ ４２４－３９９１ 

おおのみち保育園 中宗岡２－２５－３３ ４７２－１６１１ 

ありさん保育園 本町５－１５－６ ４２４－４８６０ 

ベビールームファニー 本町６－１５－８－１０１ ４７６－８３４３ 

アメリカンキッズ英語保育園志木本町園 本町５－１０－２４ ４７２－８００８ 

保育ママステーション 館１－４－１ふれあい館「もくせい」 ４２３－３６６３ 

志木教会付属泉幼稚園 本町６－５－３ ４７１－００５８ 

細田学園幼稚園 本町２－７－１ ４７１－３２５５ 

足立みどり幼稚園 上宗岡４－２１－５５ ４７２－１７５２ 

志木なかもり幼稚園 幸町１－１３－２ ４７３－６６００ 

みわ幼稚園 柏町４－６－４３ ４７３－５０３３ 

おおのみち幼稚園 中宗岡２－２５－３３ ４７２－６０６６ 

幸福の森幼稚園 館２－１－２ ４７４－８２２１ 

志木学童保育クラブ 本町１－１０－１ ４７２－９５５１ 

志木第二学童保育クラブ 館１－２－１ ４７４－１１００ 

志木第三学童保育クラブ 柏町３－２－１ ４７１－０８２２ 

志木第四学童保育クラブ 館１－４－１ ４７１－３０２０ 

宗岡学童保育クラブ 中宗岡３－１－１ ４７３－４４００ 

宗岡第二学童保育クラブ 上宗岡３－１３－１ ４７２－１２２６ 

宗岡第三学童保育クラブ 下宗岡１－１５－３０ ４７６－６６６９ 

宗岡第四学童保育クラブ 上宗岡１－２－４５ ４８７－６８３９ 

児童センター 上宗岡１－５－１（総合福祉センター内） ４８５－３１００ 

宗岡子育て支援センター 上宗岡１－５－１（総合福祉センター内） ４８５－３１０２ 

いろは子育て支援センター 本町１－１－６７ ４８６－６８８８ 

西原子育て支援センター 幸町３－９－５２ ４７２－７１１２ 
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分野 施 設 名 所 在 地 電話番号 

教
育 

教育サポートセンター 
上宗岡１－５－１ 

（総合福祉センター内） 
４７１－２２１１ 

志木小学校 本町１－１０－１ ４７１－０１１１ 

志木第二小学校 館１－２－１ ４７２－０５４０ 

志木第三小学校 柏町３－２－１ ４７１－１０６２ 

志木第四小学校 館１－４－１ ４７４－７９１１ 

宗岡小学校 中宗岡３－１－１ ４７１－０３０７ 

宗岡第二小学校 上宗岡３－１３－１ ４７３－２３０５ 

宗岡第三小学校 下宗岡１－１５－３０ ４７１－２２４４ 

宗岡第四小学校 上宗岡１－１－２ ４７３－５２５０ 

志木中学校 柏町３－２－２ ４７１－０１４３ 

志木第二中学校 館１－３－１ ４７３－２３７９ 

宗岡中学校 上宗岡１－８－１ ４７１－２２４１ 

宗岡第二中学校 下宗岡４－１－１０ ４７２－１５１６ 

県立志木高等学校 上宗岡１－１－１ ４７３－８１１１ 

私立慶應義塾志木高等学校 本町４－１４－１ ４７１－１３６１ 

私立細田学園高等学校 本町２－７－１ ４７１－３２５５ 

文
化
・
生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ 

市民会館 本町１－１１－５０ ４７４－３０３０ 

フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ 本町５－２６－１ ４８６－１０００ 

西原ふれあいセンター 幸町３－４－７０（健康増進センター２階） ４８７－４６１１ 

ふれあい館「もくせい」 

○多世代交流カフェ 

○活動スペースゆめ・みらい 

○保育ママ・ステーション 

○志木第四学童保育クラブ 

○放課後子ども教室 

館１－４－１ 

（志木第四小学校北校舎１階） 
４７３－８６２１ 

地域活動支援センターさわやかの杜 上宗岡１－５－１ ４８６－１８８０ 

宗岡公民館 中宗岡４－１６－１１ ４７２－９３２１ 

宗岡第二公民館 上宗岡１－５－１（総合福祉センター内） ４７５－００１３ 

いろは遊学館 本町１－１０－１ ４７１－１２９７ 
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分野 施 設 名 所 在 地 電話番号 

文
化
・
生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ 

いろは遊学図書館 本町１－１０－１ ４７１－１４７８ 

柳瀬川図書館 館２－６－１４ ４８７－２００４ 

郷土資料館 中宗岡３－１－２ ４７１－０５７３ 

旧村山快哉堂 中宗岡５－１ ４７４－５４１１ 

埋蔵文化財保管センター 柏町１－２０－１９ ４７３－８１５７ 

八ヶ岳自然の家 
長野県南佐久郡南牧村 

大字海ノ口八ヶ岳２２５５－１ 
0 2 6 7 - 9 8 - 2 2 9 7 

市民体育館 館２－２－５ ４７４－７６６６ 

秋ヶ瀬スポーツセンター 上宗岡４－２５－４６ ４７３－４３６０ 

武道館 柏町３－６－１９ ４７４－７６６６ 

そ
の
他 

志木消防署 本町１－３－１ ４７２－０１１９ 

志木駅東口地下駐車場 本町５－２６－２ ４８６－０６０６ 

志木駅前自転車駐車場 本町５－２６－２ ４８６－０５０５ 

柳瀬川駅前自転車駐車場 館２－５－１ ４７６－３５９０ 

志木駅 新座市東北２－３８－１ ４７１－００４７ 

柳瀬川駅 館２－５－１ ４７４－４３００ 

埼玉県南西部消防本部 
朝霞市溝沼１－２－２７ 

(朝霞地区一部事務組合) 
４６０－０１１９ 

志木地区衛生組合 

富士見環境センター 
富士見市大字勝瀬４８０ 049-254-1125 

志木地区衛生組合 

新座環境センター 
新座市大和田３－９－１ ４８１－４１１１ 

志木郵便局 本町５－２０－９ ４７１－１３４２ 

朝霞警察署 朝霞市幸町２－６－９ ４６５－０１１０ 

 〃 志木駅東口派出所 本町５－２６－３ ４７１－０２５８ 

 〃 いろは橋派出所 中宗岡１－３－４３ ４７３－２５９５ 

 〃 柳瀬川駅前派出所 館２－５－３ ４７５－００４５ 

さいたま地方法務局 

志木出張所 
本町１－４－２５ ４７６－１２３０ 
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分野 施 設 名 所 在 地 電話番号 

そ
の
他 

埼玉県庁 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 048-824-2111 

朝霞市役所 朝霞市本町１－１－１ ４６３－１１１１ 

新座市役所 新座市野火止１－１－１ ４７７－１１１１ 

和光市役所 和光市広沢１－５ ４６４－１１１１ 

富士見市役所 富士見市大字鶴馬１８００－１ 049-251-2711 

朝霞保健所 朝霞市青葉台１－１０－５ ４６１－０４６８ 

 

 

 

†††市役所庁舎の案内††† 

 

 
 

 

 

　

1F

健康づくり支援課
銀　行
派出所

会計課

福祉課

高齢者ふれあい課

・高齢者支援

・介護保険

101会議室

案 内 板 

福　祉
相談室

健康福祉部長

玄　　　関

※アグリシップ
しき会場

市民相談室

総合窓口課

高齢者ふれあい課
・後期高齢者

ベ
ビ
ー
ル
ー
ム

ね
ん
き
ん
定
期
便

支
援
相
談
室

消費生活相談ｺｰﾅｰ

環境推進課

『ジョブスポットしき』
職業紹介ｺｰﾅｰ

市民生活部長

市民活動推進課
(地域推進室)

産業観光課
(農業委員会)

『ジョブスポットしき』
職業紹介ｺｰﾅｰ

パスポートセンター

シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

※「～地産地消～しきの土曜市」（担当：産業観光課） 

毎月第４土曜日（６月、１１月、１２月除く）に市役所駐車場で開催 

※「アグリシップしき」（担当：産業観光課） 

 ６月、１１月、１２月に市役所ロビーで開催 

 地元で収穫した野菜等の販売 

 



41 

 

 
 

 

 

 

 

 

研 修 室

２
０
１
会
議
室

学
校
教
育
課

生
涯
学
習
課

教育長室
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2F
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教
育
総
務
課

課 税 課

収 税 課

収
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ル
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ン
タ
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（人権推進室）
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  安全課

記者室
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グ
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ー

ム

庁
議
室

（ 新 庁 舎 建 設 推進 室）

応
接
室

副
市
長
室

政策推進課

印
刷
室

財政課
資
料
室

301会議室

302会議室
政策推進課分室

市
長
室

3F

人 事 課

企
画
部
長

秘書広報課

（危機管理室）

事務管理課

総
務
部
長
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